
令和８年３月24日　火曜日           
第680号1 増刊①

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

第
六
百
八
十
号

増

刊

①

　
　
　
　

規

則
（
第
四
号

－

第
六
号
）

○
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　

（
福
祉
総
務
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
障
が
い
福
祉
課
）
…
…
…
…
二
五

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
二
六

　
　
　
　

訓

令
（
第
三
号
）

○
障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
職
員
対
応
要
領
の
一
部

　

を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
障
が
い
福
祉
課
）
…
…
…
…
二
六

　
　
　
　

再　
　
　

掲

○
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
二
七

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
二
七

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
二
七

○
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
三
三

　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
四
号

　
　
　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目

次
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令和８年３月24日　火曜日9 第680号 増刊①

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!"#$%&'(&)*#+,-.

. /0*12345367-. #. . . %.

.

8 9 :.

;. . <. . =.

>?@AB. C DE.

F G. . . . . . . . . . . . . .

*GH2-. . . . . . . . . . . . .

C D.

*IJ(&K&LMNOPQRS(&DT-.

UV&WXY89Z[\.

V.

]. ^0_:*12S45S67`/0-.

a. b0&cdRefghiW\.



令和８年３月24日　火曜日 10第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日11 第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日 12第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日13 第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日 14第680号 増刊①
　

様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
中
「
（署

名
又
は
記
名
押
印

）
」
を
削
る
。

　

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和８年３月24日　火曜日15 第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日 16第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日17 第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日 18第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日19 第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日 20第680号 増刊①
　

様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和８年３月24日　火曜日21 第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日 22第680号 増刊①
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令和８年３月24日　火曜日23 増刊①第680号
　

様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
八
号
中
「
（署

名
又
は
記
名
押
印

）
」
を
削
る
。

　

様
式
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和８年３月24日　火曜日 24第680号 増刊①
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
五
号

　
　
　

福
岡
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行

　
　
　

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平
成

十
九
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条　

削
除

　

（
指
定
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
の
届
出
）

第
四
条　

法
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
の
届
出
は
、
廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書
（
様
式
第
四

号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

様
式
目
次
中

「
様
式
第
一
号　
　
　
　

指
定
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
定
障
が
い
者
支
援
施
設
・
指
定
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
談
支
援
事
業
所
指
定
（
更
新
）
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書

　
　

付
表
一　
　
　
　
　

居
宅
介
護
・
重
度
訪
問
介
護
・
同
行
援　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

護
・
行
動
援
護
事
業
所
の
指
定
に
係
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
載
事
項

　
　

付
表
二　
　
　
　
　

療
養
介
護
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
項

　
　

付
表
三　
　
　
　
　

生
活
介
護
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
項

　
　

付
表
四　
　
　
　
　

短
期
入
所
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
項

　
　

付
表
五　
　
　
　
　

重
度
障
が
い
者
等
包
括
支
援
事
業
所
の　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
定
に
係
る
記
載
事
項

　
　

付
表
六　
　
　
　
　

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
・
生
活
訓
練
）　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

　
　

付
表
七　
　
　
　
　

就
労
移
行
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
載
事
項

　
　

付
表
八　
　
　
　
　

就
労
継
続
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る　

第
二
条　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
載
事
項

　
　

付
表
九　
　
　
　
　

就
労
定
着
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
載
事
項

　
　

付
表
十　
　
　
　
　

自
立
生
活
援
助
事
業
所
の
指
定
に
係
る　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
載
事
項

　
　

付
表
十
一　
　
　
　

共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
指
定
に
係
る　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
載
事
項

　
　

付
表
十
二　
　
　
　

障
が
い
者
支
援
施
設
の
指
定
に
係
る
記　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

載
事
項

　
　

付
表
十
三　
　
　
　

指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
の
指
定
に　

第
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

係
る
記
載
事
項

　

様
式
第
二
号　
　
　
　

特
定
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・　

第
三
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
定
障
が
い
者
支
援
施
設
変
更
指
定
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
書

　

様
式
第
三
号　
　
　
　

指
定
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・　

第
四
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
定
障
が
い
者
支
援
施
設
・
指
定
一
般　

第
一
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
談
支
援
事
業
所
変
更
届
出
書

　

様
式
第
四
号　
　
　
　

廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書　
　
　
　
　

第
四
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
項
」
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「
様
式
第
一
号
か
ら
様　

削
除

　

式
第
三
号
ま
で　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号　
　
　
　

廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書　
　
　
　

第
四
条
」

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
か
ら
様
式
第
３
号
ま
で　

削
除

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
六
号

　
　
　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
福
岡
県
規
則
第

五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
第
四
号
中
「
、
以
下
」
を
「
。
以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
屋
外
広
告
物
申

請
書
」
を
「
屋
外
広
告
物
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
（
第
一
紙
）
の
注
５
を
削
り
、
同
様
式
（
第
二
紙
）
中
「印
」
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
別
添
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
注　
工
事
完
了
後
の
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
写
真
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。

　

様
式
第
二
号
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

注　
広
告
物
等
に
関
し
て
は

､補
修
そ
の
他
必
要
な
管
理
を
行
い

､常
に
良
好
な
状
態
に
保
持
し
て

お
く
こ
と

。

　

様
式
第
三
号
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
注　

「
（一

級
建
築
士
・
二
級
建
築
士
・
屋
外
広
告
士

）
」は

､堅
固
な
広
告
物
等
の
場
合
の
み
該

当
す
る
資
格
を
○
で
囲
む
こ
と

｡

様
式
第
五
号
中

「

住
所
〒

（　
　

｜

　
　

）

 

」
を

電
話

（　
　

｜

　
　

｜

　
　

）

氏
名

印

「

住
所
〒

（　
　

｜

　
　

）

 

」
に
改
め
、
注
４
を
削
る
。

電
話

（　
　

｜

　
　

｜

　
　

）

氏
名

　

様
式
第
七
号
の
三
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
注　
※
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と

。

　

様
式
第
九
号
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
注　
広
告
景
観
協
定
書
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と

。
　

様
式
第
十
号
の
注
３
を
削
る
。

　

様
式
第
十
三
号
（
第
二
紙
）
中
「
（健

康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
等

）
」
を
削
り
、
注
８
を
削
る

。
　

様
式
第
十
三
号
の
二
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

注　

「本
人　
法
人
の
役
員　
法
定
代
理
人　
法
定
代
理
人

（法
人

）の
役
員

」は

､該
当
す
る
も

の
を
○
で
囲
む
こ
と

。

　

様
式
第
十
四
号
の
注
４
を
削
る
。

　

様
式
第
十
五
号
の
注
３
を
削
る
。

　

様
式
第
十
五
号
の
二
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
注　

「届
出
の
理
由

」及
び

「屋
外
広
告
業
者
と
届
出
人
と
の
関
係

」に
つ
い
て
は

､そ
れ
ぞ
れ
該

当
す
る
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と

。

　

様
式
第
十
六
号
の
注
４
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
職
員
対
応
要
領
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和８年３月24日　火曜日27 増刊①第680号
　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　
　
　

障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
職
員
対
応
要
領
の
一
部
を
改
正

　
　
　

す
る
訓
令

　

障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
職
員
対
応
要
領
（
平
成
二
十
八
年
一
月
福
岡

県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
福
祉
労
働
部
」
を
「
福
祉
こ
ど
も
政
策
部
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

馬　

場　

貞　

仁　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　

規
則

　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
人
事
委

員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条　

削
除

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

馬　

場　

貞　

仁　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七

年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
百
分
の
十
四
」
を
「
百
分
の
十
三
」
に
改
め
、
附
則
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
四

項
を
附
則
第
三
項
と
し
、
附
則
第
五
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
附
則
第
六
項
を
附
則
第
五
項
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

馬　

場　

貞　

仁　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
の
三
第
二
号
中
「
以
上
」
を
「
以
上
（
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
年
額

百
五
十
万
円
以
上
）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
十
四
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
」
を
「
住
居
、
通
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勤
経
路
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
県
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第

十
二
条
の
四
第
五
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
等
（
以
下

「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
、
駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
、
又
は
通
勤

の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
若
し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
に
変
更
が
あ
つ
た
」
に
改
め
、
同
条
各
号

を
削
る
。

　

第
十
二
条
の
十
五
中
「
の
提
示
」
の
下
に
「
又
は
第
十
二
条
の
十
九
の
二
に
定
め
る
駐
車
場
等
た
る

要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
及
び
駐
車
場
等
の
料
金
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
の
十
九
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　

（
駐
車
場
等
の
要
件
）

第
十
二
条
の
十
九
の
二　

県
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条

の
四
第
五
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
と
す
る

。

　

一　

勤
務
公
署
の
周
辺
又
は
第
十
二
条
の
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
決
定
し
、
若
し
く
は
改
定
す
る
手

当
額
の
基
礎
と
な
る
経
路
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
経
路
上

に
あ
る
交
通
機
関
の
駅
、
停
留
所
等
の
周
辺
に
あ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

　

二　

職
員
が
自
転
車
を
駐
車
す
る
た
め
に
使
用
す
る
施
設
（
自
転
車
以
外
の
自
動
車
等
の
駐
車
の
た

め
の
部
分
と
、
自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
が
同
一
の
施
設
に
あ
る
場
合
は
、
当
該
自
転
車
の

駐
車
の
た
め
の
部
分
に
限
る
。
）
で
な
い
こ
と
。

　

三　

そ
の
利
用
に
つ
い
て
職
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
県
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
第
二
項
、
警
察
職

員
給
与
条
例
第
十
一
条
第
二
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親

族
に
料
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
施
設
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る

施
設
で
な
い
こ
と
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
の
状

況
、
職
員
の
事
情
等
に
よ
り
、
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
著
し
く
不
適
当

で
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定

め
る
要
件
と
す
る
。

　

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
職
員
）

第
十
二
条
の
十
九
の
三　

県
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条

の
四
第
五
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

は
、
第
十
二
条
の
二
十
一
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

　

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
）

第
十
二
条
の
十
九
の
四　

県
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条

の
四
第
五
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
五
千
円
を
超
え

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
円
）
と
す
る
。

　

一　

一
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合　

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

　
　

イ　

月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合　

当
該
料
金
の
額

　
　

ロ　

駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間
（
月
又
は
年
に
よ
つ
て
定
め
た
期
間
に
限
る
。
）
が
二
以

上
の
月
に
わ
た
る
場
合　

当
該
料
金
の
額
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

　
　

ハ　

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合　

人
事
委
員
会
が
定
め
る
額

　

二　

二
以
上
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合　

そ
れ
ぞ
れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
前
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

　

第
十
二
条
の
二
十
一
第
二
号
中
「
距
離
対
応
額
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を

負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
利
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
額
に
第
十
二
条
の
十
九
の
四
に
定
め
る
額
（
以
下
「
駐
車
場
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を

加
算
し
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
距
離
対
応
額
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
利
用
職
員
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
額
に
駐
車
場
等
相
当
額
を
加
算
し
た
額
）
」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項
中
「
距
離
対
応
額
」
の
下
に
「
及
び
駐
車
場
等
相
当
額
」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
の
二
十
五
の
二
第
一
項
中
「
第
十
三
条
の
四
第
五
項
」
を
「
第
十
三
条
の
四
第
六
項
」
に

、
「
第
十
二
条
の
四
第
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
四
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条

の
十
四
第
二
号
に
該
当
す
る
」
を
「
住
居
、
通
勤
経
路
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
駐
車
場
等
を
変
更
し
、

駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
、
又
は
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
若
し
く
は

駐
車
場
等
の
料
金
に
変
更
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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様式第４号（第 条の 関係） １号紙
通 勤 届

年 月 日提出

任命権者
殿

勤務公署名

所 在 地

職 名 氏 名
（記名押印又は署名）

住 居

福岡県職員の給与に関する条例等の施行に関する規則第 条の の規定に基づき、通勤の実情を届け出ます。

届出の理由
□新規（□異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合）
□住居の変更
□通勤経路、方法又は駐車場等の変更等
□運賃等又は駐車場等の料金の負担額の変更 （届出の理由が生じた日）
□その他（ ） 年 月 日

順
路

通勤
方法
の別

区 間 距 離
所 要
時 間

乗車券
等の種
類

左欄の
乗車券
等の額

駐車場
等の所
在地

駐車場
等の料
金

駐車場
等の利
用形態

備 考

住居 から 経由 まで
㎞

．
分 円 円

から まで
．

から まで
．

から まで
．

から まで
．

から まで
．

自動車等の使
用距離

㎞
．

㎞
．

他に利用でき
る交通機関等
の名称及び利
用区間等

総通勤距離が ㎞未満の
場合交通機関等又は自動
車等を利・使用する理由

総通勤距離 ㎞

総所要時間 分

記入上の注意
１ この届には通常行つている通勤の実情のみを記入し、例外的な方法等は記入しない。
２ 「勤務公署名」欄には、本庁にあつては部課名、出先機関にあつては出先機関名を記入する。
３ 「届出の理由」欄中「通勤経路、方法又は駐車場等の変更等」には勤務公署の所在地が変更したことによる通
勤経路の変更を含み、「運賃等又は駐車場等の料金の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通
勤務への変更等）による負担額の変更を含む。
４ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い、徒歩、自動車、○○線、○○新幹線等の別を記入する。
５ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（○箇月定期、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記
入する。
６ 「左欄の乗車券等の額」欄には、通勤に使用する乗車券等（○箇月定期、○枚綴回数券、優待乗車券等）の額
を記入する。
７ 「駐車場等の所在地」欄には、通勤に利用する駐車場の所在地（〇市〇丁目〇番〇号等）を記入する。
８ 「駐車場等の料金」欄には、実際に負担する額（駐車の都度その料金を支払う場合等の場合は１回の利用額）
を記入する。
９ 「駐車場等の利用形態」欄には、１月払い、複数月払い（〇箇月）、１回払い、回数券（〇枚綴り〇円）等の
別を記入する。
「備考」欄には、定期券を持たない理由、回数券の片道及び月間の使用枚数等を記入する。
往路と帰路と異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。

「自動車等の使用距離」欄には、自動車等使用者にあつては住居（建物）の出入口から勤務公署の庁舎の出入
口までの距離を、併用者にあつては住居（建物）若しくは勤務公署の庁舎の出入口から交通機関の利用駅（停留
所を含む。以下同じ。）の出入口まで又は交通機関の利用駅の出入口から交通機関の利用駅の出入口までの距離
を記入する。なお、併用者において自動車等の使用距離区分が２以上ある場合は、それぞれの自動車等の使用距
離を記入する。
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【県職員給与条例第 条の４第３項及び第４項、警察職員給与条例第 条の４第３項及び第４項並びに学校職員

給与条例第 条の４第３項及び第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

□１ 異動等に伴い、通勤が困難になつたことにより新幹線鉄道等を利用することとなつた職員

□２ 単身赴任手当を受給していた職員で、配偶者と同居し通勤が困難になつたことにより新幹線鉄道等を利

用することとなつた職員

※ 現公署への異動発令年
月日

年 月 日
※ 異動等前の住居への入
居年月日

年 月 日

※ 異動等の直前の住居

入居年月日

※ 現住居への入居年月日 年 月 日

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の経路及び方法等

順
路

通勤
方法
の別

区 間 距 離所 要 時 間
乗 車 券 等
の 種 類

左 欄 の 乗 車
券 等 の 額

備 考

住居 から 経由 まで
㎞

．

分 円

から まで
．

から まで
．

から まで
．

から まで
．

から まで
．

他に利用でき
る交通機関等
の名称及び利
用区間等

総通勤距離 ㎞

総所要時間 分

記入上の注意
１ ※欄は、□１にレ印を付した職員のみ記入すること。
２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

年 月 日受理
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裏

通勤経路の略図（経路朱線）

（通勤距離３㎞未満の場合は、詳細に記入すること。）

摘 要

記入上の注意

県職員給与条例第 条の４第３項及び第４項、警察職員給与条例第 条の４第３項及び第４項並びに学

校職員給与条例第 条の４第３項及び第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）については、新

幹線鉄道等を利用しない場合の通勤経路を併せて記入する。
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２号紙

確 認 及 び 決 定 欄

順

路

算出の基礎と
なる交通機関
等

定期券
回数券
その他
の別

運 賃 等
の 額 の
算 出 基
礎

運賃等
の額

運 賃 改 正
年 月 日

運 賃 改 正
年 月 日

運 賃 改 正
年 月 日

交通機関
の名称

利用
区間

算出基礎 運賃等の額 算出基礎 運賃等の額 算出基礎 運賃等の額

円 円 円 円

計 円 円 円 円
自動車等の額
自動車等の使用距離 ・ ㎞
自動車等の使用距離 ・ ㎞

円 距離対応
額改正

年 月 日

円 距離対応
額改正

年 月 日

円 距離対応
額改正

年 月 日

円

併用者の額 運賃等相当額と自動車
等の額の合計額、運賃等相当額又は
自動車等の額

円 円 円 円

算出の基礎とな
る交通機関等 定期券回

数 券 その
他の別

特 別 料
金 等 の
額 の 算
出基礎

特別料
金等の
額

運 賃 改 正
年 月 日

運 賃 改 正
年 月 日

運 賃 改 正
年 月 日

交通機関
等の名称

利用
区間

算出基礎 特別料金等
の額

算出基礎 特別料金等
の額

算出基礎 特別料金等
の額

円 円 円 円

特別料金等の額の総額 円 円 円 円

使
用
す
る

駐
車
場
等

算出の基礎となる駐車場
等 １箇月当たりの

駐車場等の料金
に相当する額

１箇月当たりの平均
通勤所要回数（規則
第 条の の４第１
号ハの場合）

備考（回数券等の場合の駐車場等の料金の算出基礎等）
駐車場等の
利用形態

駐車場等の
料金

１箇月当たりの駐車場等の料
金に相当する額の合計

駐車場等に係る通勤手当の額
（上限 円）

駐車場等
の認定期
間

決定事項
（手当額の決定）

規則第 条の の４
□第１号イ
□第１号ロ
□第１号ハ（１箇月当たりの平均通
勤所要回数 回）
□第２号

決

定

事

項

該当・非該当の別 支給の始期等 通勤手当の額 算出基礎 摘要

□該当
□交通機関等利用
□自動車等使用
□交通機関等と自動車等
の併用
□新幹線鉄道等利用
□駐車場等利用
□夜間勤務
□非該当
理由

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

年 月 日から
年 月 日まで

円

上記のとおり確認し、決定す
る。

年 月 日

決
裁
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
施
行
日
前
か
ら
駐
車
場
等
を
利
用
し
て
い
る
職
員
の
届
出
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
駐
車
場
等
（
福
岡
県
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
九
号
）
第
一
条
に

よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号
）

第
十
三
条
の
四
第
五
項
（
以
下
「
改
正
後
の
県
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
」
と
い
う
。

）
、
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
福
岡

県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
の
四
第
五
項
（
以
下
「
改
正
後
の
学
校
職
員

給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
」
と
い
う
。
）
及
び
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
警
察
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
）
第
十
二
条
の
四
第
五
項
（
以
下

「
改
正
後
の
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
の
四
第
五
項
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
「
駐
車
場
等

」
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
る
職
員
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
当
該
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
の
県
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
、
改
正
後
の
学
校
職
員

給
与
条
例
第
十
三
条
の
四
第
五
項
又
は
改
正
後
の
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
の
四
第
五
項
の
職

員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
者
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
第
十
二
条
の
十
四
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
実
情
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
経
過
措
置
）

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
書
式
に
よ
る
通
勤
届
の
用
紙
は
、
な
お
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事　

務　

局

　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

馬　

場　

貞　

仁　
　

　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
二
年
三
月
福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
給
与
公
平
課
の
部
第
二
十
二
項
第
八
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

　

８
の
２　

第
十
二
条
の
十
九
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る
経
路
」
を
定

め
る
こ
と
。

　

８
の
３　

第
十
二
条
の
十
九
の
二
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る
施
設
」
を
定

め
る
こ
と
。

　

８
の
４　

第
十
二
条
の
十
九
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
駐
車
場
等
に
係
る
手
当
を
支
給
し
な
い

こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
及
び
「
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
要
件
」
を
定

め
る
こ
と
。

　

８
の
５　

第
十
二
条
の
十
九
の
四
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
」
を
定

め
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


